
 

●昨年 12 月 28 日、浜田高知県知事は新型コロ

ナウイルス感染症対策のための緊急提言（第 4

弾）を政府に提言。その中で、事業者への休業

や営業時間短縮要請への遵守義務を課し、違反

した場合は罰則を加えるよう、特措法改定を検

討するよう求めています。 

 

●政府・菅政権

もコロナ対策に

かかわる特別措

置法や感染症法

の改定で、時短要請に応じない飲食店、入院勧

告に従わない患者、患者受け入れに従わない病

院に対する罰則と制裁を加えようとしています。 

 こんなことは断固、許されるものではありま

せん。 

 感染症対策は、県民・国民の納得と合意、十

分な補償によってこそ進められるべきで、制裁

を加えるなどもってのほかです。罰則を振りか

ざして強制することは、相互監視、差別と偏見、

社会の分断を招くことです。強制収容し基本的

人権を侵害したハンセン病の教訓を忘れてはな

りません。 

●1 月 14日、一

般社団法人日本

医学会連合（門

田守人会長）が、

政府の感染症法等の改正に関して、感染者とそ

の関係者の人権と個人情報が守られ、感染者が

最適な医療を受けられることを保証するため、

「感染症の制御は国民の理解と協力によるべき

であり、法の下で患者・感染者の入院強制や検

査・情報提供の義務に、刑事罰や罰則を伴わせ

る条項を設けないこと」と、緊急声明を発して

います。菅政権は罰則制裁をやめるべきです。 
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